
      

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

※当事業は、温室効果ガスの排出削減や災害防止等を図るために創設された「森林環境

税」を活用した事業です。実際の課税は、令和６年度から市民税・県民税と併せた課税

となりますが、それに先立って令和元年から「森林環境譲与税」として国から県市町村

に配分されます。丹波市では、この新たな財源を活用し、これまでの既存事業では取り

組めなかった未整備林の環境整備などの取り組みを進めてまいります。 

 

  


